
FITを卒業する方の進路相談

これからは、蓄電池を設置した方がいいと
聞いたけど、どうしたらいいの？
電気自動車はどうかな？

太陽光発電を屋根に設置して10年が

経った。たくさんの電気を作ってくれ
た。しかし、この制度の適用がなくな
るとどうなるの？

電力会社も選べる時代、使う電気や
売る電気は、自分の価値に合った会
社を選びたいけど、どうすればいい
の？

川崎市地球温暖化防止活動推進センター ９月講座

太陽光発電などの買取制度（FIT）

2019年問題を考える

日時： 9月17日（月/休日）午前10時～11時45分
（９時半より受付開始）

会場：高津市民館 第1・2会議室（ノクティ11階）

定員： 40名（先着順）
申込：ＨＰ、メール、来館

講師：山川 勇一郎さん
（講師プロフィールは裏面に）

マルイ
ファミリー
溝口

主 催：川崎市地球温暖化防止活動推進センター
〠213-0001 川崎市高津区溝口1-4-1ノクティ２-11Ｆ（高津市民館内）

TEL：044-813-1313 FAX：044-330-0319

Eﾒｰﾙ：office@kwccca.com

http://www.cckawasaki.jp/kwccca/

無料

2019年には、太陽光発電の買取り制度（FIT)が始まって10年が経ちます。この制度では、家庭の太陽光発電
の電気は、10年間の購入が約束されています。しかし、それ以後の発電した電気の扱いについては、はっきり
していません。
来年には、FIT制度の買取が終了する家庭（卒業）がたくさん発生します。その家庭では「今後売電をどうする
か」と迷っていると思います。

講師の山川さんは、都市部で太陽光発電の導入の推進のため、制度等の研究と、その成果を事業化してき
ました。山川さんの最新の情報を聞き、今後の対応（進路相談）を一緒に考えたいと思います。

また、太陽光発電と断熱を組合わせたエコハウスは、より快適で楽しい暮らしやすくなります。もっと素敵なエ
コ暮らしを実現するための提案もしたいと思います。
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９月１７日（月/休日）川崎市地球温暖化防止活動推進センター９月講座

太陽光発電などの買取制度、2019年問題を考える

本申込み以外の目的で個人情報を利用することはありません。

川崎市地球温暖化防止活動推進センターでは、毎月テーマ
を変えて環境に関する様々な展示等を行っています。
お子様が楽しめる展示もありますので、是非お気軽にお立
ち寄りください。

“小型家電回収ＢＯＸ”や

“おさがりＢＯＸ”もあります
乳幼児・子供服交換

受付は必要ありません。
どちらも自由にご利用いただけます。

当センターホームページの申込みフォームをご利用ください。

kwccca または http://www.cckawasaki.jp/kwccca/

本紙の申込み内容を、下記メールアドレスまで送信してください。
メールアドレス ▶ office@kwccca.com

本紙に記入のうえ、開館時間内に当センターまでご持参ください。
開館時間 ▶ 水～日 １０:００～１７:００ （月・火休館）

ホームページ

メ ー ル

来 館

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

小さな家電や携帯電話を回収

申込方法
いずれかの方法で
お申込みください

ＦＡＸ・来館
申込書

山川 勇一郎 氏

たまエンパワー㈱ 代表取締役社長 めぐるでんき㈱ 取締役
一社）多摩循環型エネルギー協会 理事

• 1975年東京多摩市生まれ。環境NPO等を経て、地元・多摩で地域エネル
ギー会社を立ち上げに参画。

• 市民ファンドによる屋根借り太陽光発電事業を手掛けると同時に、小中学
校へのエネルギー環境教育などを積極的に行う。

• 2015年たまエンパワー株式会社を設立、地域主導の再エネ普及を目指し、
地域住民、地方自治体、企業の事業構築支援を各地で行う。

• 2017年東京初の地域新電力めぐるでんき株式会社を設立。現在に至る。


